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前文

近年の科学技術の進展に伴い、臨床研究の重要性は一段と増している。臨床研究
の主な目的は、医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病
原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上にあり、最善であると認められた
予防方法、診断方法及び治療方法であっても、その有効性、効率性、利便性及び質
に関する臨床研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。
また、医療の進歩は、最終的には臨床研究に依存せざるを得ない場合が多いが、

臨床研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優
先されなければならない。
こうした点を踏まえ、被験者の人間の尊厳及び人権を守るとともに、研究者等が

より円滑に臨床研究を行うことができるよう、ここに倫理指針を定める。
この指針は、世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や我が国の個

人情報の保護に係る議論等を踏まえ、また、個人情報の保護に関する法律（平成１
５年法律第５７号）第８条の規定に基づき、臨床研究の実施に当たり、研究者等が
遵守すべき事項を定めたものである。しかしながら、臨床研究には極めて多様な形
態があることに配慮して、この指針においては基本的な原則を示すにとどめており、
研究責任者が臨床研究計画を立案し、その適否について倫理審査委員会が判断する
に当たっては、この原則を踏まえつつ、個々の臨床研究計画の内容等に応じて適切
に行うことが求められる。
臨床研究が、社会の理解と協力を得て、一層社会に貢献するために、すべての臨

床研究の関係者が、この指針に従って臨床研究に携わることが求められている。
なお、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５８号）、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に
関する法律（平成１５年法律第５９号）及び地方公共団体等において個人情報の保
護に関する法律第１１条の趣旨を踏まえて制定される条例等が適用されるそれぞれ
の臨床研究機関は、個人情報の取扱いに当たっては、それぞれに適用される法令、
条例等を遵守する必要がある。
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第１ 基本的考え方

１ 目的

この指針は、医学系研究の推進を図る上での臨床研究の重要性を踏まえつつ、
人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究に携
わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力
を得て、臨床研究の適正な推進が図られることを目的とする。

２ 適用範囲

（１）この指針は、社会の理解と協力を得つつ、医療の進歩のために実施される
臨床研究を対象とし、これに携わるすべての関係者に遵守を求めるものであ
る。
ただし、次のいずれかに該当するものは、この指針の対象としない。

① 診断及び治療のみを目的とした医療行為
② 他の法令及び指針の適用範囲に含まれる研究
③ 試料等のうち連結不可能匿名化された診療情報（死者に係るものを含
む。）のみを用いる研究

（２）この指針は、日本国内において実施される臨床研究を対象とするが、日本
国外において実施される臨床研究も対象とし、これに携わるすべての関係者
は、当該実施地の法令、指針等を遵守しつつ、原則としてこの指針の基準に
従わなければならない。
ただし、この指針と比較して当該実施地の法令、指針等の基準が厳格な場

合には、当該基準に従って臨床研究を実施しなければならない。
㧨⚦ೣ㧪
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３ 用語の定義

（１）臨床研究
医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及

び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される次に掲げ
る医学系研究であって、人を対象とするものをいう。
① 介入を伴う研究であって、医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は
治療方法に関するもの

② 介入を伴う研究（①に該当するものを除く。）
③ 介入を伴わず、試料等を用いた研究であって、疫学研究（明確に特定さ
れた人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻度及び分布並び
にそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究をいう。）を含まな
いもの（以下「観察研究」という。）
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（２）介入
予防、診断、治療、看護ケア及びリハビリテーション等について、次の行

為を行うことをいう。
① 通常の診療を超えた医療行為であって、研究目的で実施するもの
② 通常の診療と同等の医療行為であっても、被験者の集団を原則として２
群以上のグループに分け、それぞれに異なる治療方法、診断方法、予防方
法その他の健康に影響を与えると考えられる要因に関する作為又は無作為
の割付けを行ってその効果等をグループ間で比較するもの

（３）被験者
次のいずれかに該当する者をいう。

① 臨床研究を実施される者
② 臨床研究を実施されることを求められた者
③ 臨床研究に用いようとする血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれら
から抽出したＤＮＡ等の人の体の一部（死者に係るものを含む。）を提供
する者

④ 診療情報（死者に係るものを含む。）を提供する者

（４）試料等
臨床研究に用いようとする血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれらか

ら抽出したＤＮＡ等の人の体の一部並びに被験者の診療情報（死者に係るも
のを含む。）をいう。ただし、学術的な価値が定まり、研究実績として十分
認められ、研究用に広く一般に利用され、かつ、一般に入手可能な組織、細
胞、体液及び排泄物並びにこれらから抽出したＤＮＡ等は、含まれない。
なお、診療情報とは、診断及び治療を通じて得られた疾病名、投薬名、検

査結果等の情報をいう。
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（５）既存試料等
次のいずれかに該当する試料等をいう。

① 臨床研究計画書の作成時までに既に存在する試料等
② 臨床研究計画書の作成時以降に収集した試料等であって、収集の時点に
おいては当該臨床研究に用いることを目的としていなかったもの

（６）個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）をいう。
なお、死者に係る情報が同時に、遺族等の生存する個人に関する情報であ

る場合には、当該生存する個人の個人情報となる。
㧨⚦ೣ㧪
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（７）保有する個人情報
臨床研究機関に属する研究者等が実施する研究に係る個人情報であって、

当該研究者等が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び
第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいう。

（８）匿名化
個人情報から個人を識別することができる情報の全部又は一部を取り除き、

代わりにその人と関わりのない符号又は番号を付すことをいう。試料等に付
随する情報のうち、ある情報だけでは特定の人を識別できない情報であって
も、各種の名簿等の他で入手できる情報と組み合わせることにより、その人
を識別できる場合には、組合せに必要な情報の全部又は一部を取り除いて、
その人が識別できないようにすることをいう。

（９）連結可能匿名化
必要な場合に個人を識別できるように、その人と新たに付された符号又は

番号の対応表を残す方法による匿名化をいう。
㧨⚦ೣ㧪
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（10）連結不可能匿名化
個人を識別できないように、その人と新たに付された符号又は番号の対応

表を残さない方法による匿名化をいう。
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（11）研究者等
研究責任者、臨床研究機関の長その他の臨床研究に携わる者をいう。

（12）研究責任者
個々の臨床研究機関において、臨床研究を実施するとともに、その臨床研

究に係る業務を統括する者をいう。

（13）組織の代表者等
臨床研究機関を有する法人の代表者及び行政機関の長等の事業者及び組織
の代表者をいう。

（14）臨床研究機関
臨床研究を実施する機関（試料等の提供を行う機関を含む。）をいう。

（15）共同臨床研究機関
臨床研究計画書に記載された臨床研究を共同して行う臨床研究機関（試料

等の提供を行う機関を含む。）をいう。

（16）倫理審査委員会
臨床研究の実施又は継続の適否その他臨床研究に関し必要な事項について、

被験者の人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から調
査審議するために、次に掲げる者が設置した合議制の機関（次に掲げる者が
合同で設置した場合を含む。）をいう。
① 臨床研究機関の長
② 一般社団法人又は一般財団法人
③ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定す
る特定非営利活動法人

④ 医療関係者により構成された学術団体
⑤ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人（
医療機関を有するものに限る。）

⑥ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定
する独立行政法人（医療の提供等を主な業務とするものに限る。）

⑦ 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する
国立大学法人（医療機関を有するものに限る。）

⑧ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定
する地方独立行政法人（医療機関を有するものに限る。）

（17）インフォームド・コンセント
被験者となることを求められた者が、研究者等から事前に臨床研究に関す

る十分な説明を受け、その臨床研究の意義、目的、方法等を理解し、自由意
思に基づいて与える、被験者となること及び試料等の取扱いに関する同意を
いう。

（18）代諾者
被験者の意思及び利益を代弁できると考えられる者であって、当該被験者
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にインフォームド・コンセントを与える能力のない場合に、当該被験者の代
わりに、研究者等に対してインフォームド・コンセントを与える者をいう。

（19）未成年者
満２０歳未満の者であって、婚姻をしたことがないものをいう。

（20）代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は保有する個人情報の利用

目的の通知、開示、訂正等、利用停止等若しくは第三者提供の停止の求め（
以下「開示等の求め」という。）をすることにつき本人が委任した代理人を
いう。

第２ 研究者等の責務等

１ 研究者等の責務等

（１）被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守ることは、臨床研究に携
わる研究者等の責務である。

（２）研究者等は、臨床研究を実施するに当たっては、一般的に受け入れられた
科学的原則に従い、科学的文献その他科学に関連する情報源及び十分な実験
に基づかなければならない。

（３）研究者等は、臨床研究を実施するに当たっては、第４に規定する手続によ
って、インフォームド・コンセントを受けなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
⎇ⓥ⠪╬ߦߣߏหᗧᢥᦠࠍฃℂ߽ߣߎࠆߔน⢻ޔߚ߹ޔ߇ߛ⎇ⓥ⽿છ⠪߇ઍߢฃℂߔ

ޕࠆߢኻᔕน⢻߽ߢߣߎࠆߔฃℂࠍหᗧᢥᦠߩߟ৻ߦߣߏⵍ㛎⠪ޔ╬ࠆ

（４）研究者等は、第１の３（１）①に規定する研究（体外診断を目的とした研
究を除く。）を実施する場合には、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い
被験者に生じた健康被害の補償のために、保険その他の必要な措置を講じて
おかなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
ࡆࠨߪ‛ߩઁߩߘឭଏ߮ߩ≯කࠆߔኻߦஜᐽⵍኂޔ߫߃ޔߪ⟎ភߥᔅⷐઁߩߘ

ޕ߁ࠍឭଏߩࠬ

（５）研究者等は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合又
は臨床研究の実施に当たり動物を使用する場合には、十分な配慮をしなけれ
ばならない。

（６）研究者等は、臨床研究の実施に先立ち、臨床研究に関する倫理その他臨床
研究の実施に必要な知識についての講習その他必要な教育を受けなければな
らない。

（７）研究者等の個人情報の保護に係る責務等は、次のとおりとする。
① 研究者等は、臨床研究の結果を公表する場合には、被験者を特定できな
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いように行わなければならない。
㧨⚦ೣ㧪

․ቯߩⵍ㛎⠪ߩ∝߿ࠍቇળߢ⊒ޔࠅߚߒቇળߢႎ๔ࠆߔࠅߚߒ႐ว╬ߪ

᳁ฬޔ↢ᐕᣣޔᚲ╬ࠍᶖߢߣߎࠆߔⵍ㛎⠪ࠍ․ቯߦ߁ࠃߥ߈ߢኻಣߣߎࠆߔ

႐ߥ࿎㔍߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃߥ߈ߢቯ․ࠍⵍ㛎⠪ࠅࠃߦ߿∝ޔ߇ࠆࠇߐᗐቯ߇

วߓ߆ࠄޔߪⵍ㛎⠪ߩหᗧࠍᓧޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ

② あらかじめ被験者の同意を得ないで、インフォームド・コンセントで特
定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては
ならない。

③ 当該研究に係る個人情報について、利用目的を変更する場合（④に規定
する場合を除く。）には、あらためて被験者に当該変更の内容を説明し、
同意を得なければならない（ただし、細則で規定する場合を除く。）。

㧨⚦ೣ㧪

Ԛߩⷙቯޔߪᰴߦឝࠆߍ႐วޔߡߟߦㆡ↪ޕߥߒ

ࠗ ᴺߦၮߊߠ႐ว

ࡠ ੱ㑆ߩ↢ޔりߩ↥⽷ߪ⼔ߦߚߩᔅⷐࠆ߇႐วޔߡߞߢⵍ㛎⠪ߩห

ᗧࠍᓧ߇ߣߎࠆ࿎㔍߈ߣࠆߢ

ࡂ ⴐⴡ↢ߩะߪఽ┬ߩஜోߥ⢒ᚑߩផㅴߦ․ߦߚߩᔅⷐࠆ߇႐วߞߢ

߈ߣࠆߢ࿎㔍߇ߣߎࠆᓧࠍหᗧߩⵍ㛎⠪ޔߡ

࠾ ࿖ߩᯏ㑐⧯ߪߊߒᣇ࿅ߩߘߪᆔ⸤ࠍฃߚߌ⠪߇ᴺߩቯࠆോࠍㆀ

ⴕߦߣߎࠆߔኻߡߒදജࠆߔᔅⷐࠆ߇႐วޔߡߞߢⵍ㛎⠪ߩหᗧࠍᓧߦߣߎࠆ

߈ߣࠆ߇ࠇߘ߅ߔ߷ࠍᡰ㓚ߦㆀⴕߩᒰോࠅࠃ

④ 当該研究に係る個人情報について、変更前の利用目的と相当の関連性を
有すると合理的に認められる範囲において利用目的を変更する場合は、原
則として当該変更の内容について被験者に通知又は公表しなければならな
い。

⑤ 他の研究者等から研究を承継することに伴い個人情報を取得した場合は、
あらかじめ被験者の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用
目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

⑥ 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
⑦ 利用目的の達成に必要な範囲内において、当該研究に係る個人情報を正
確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

⑧ その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報
の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、死者の人としての尊厳及び遺族の感情にかんがみ、死者に係る情

報についても個人情報と同様に、情報の漏えい、滅失又はき損の防止その
他の死者に係る情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ
ばならない。

⑨ あらかじめ被験者の同意を得ないで、当該研究に係る個人情報を第三者
に提供してはならない（ただし、細則で規定する場合を除く。）。

㧨⚦ೣ㧪

㧝㧚Ԡߩⷙቯޔߪᰴߦឝࠆߍ႐วޔߡߟߦㆡ↪ޕߥߒ

ࠗ ᴺߦၮߊߠ႐ว

ࡠ หߩⵍ㛎⠪ޔߡߞߢ႐วࠆ߇ᔅⷐߦߚߩ⼔ߩ↥⽷ߪりޔ↢ߩੱ

ᗧࠍᓧ߇ߣߎࠆ࿎㔍߈ߣࠆߢ
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ࡂ ⴐⴡ↢ߩะߪఽ┬ߩஜోߥ⢒ᚑߩផㅴߦ․ߦߚߩᔅⷐࠆ߇႐วߢ

߈ߣࠆߢ࿎㔍߇ߣߎࠆᓧࠍหᗧߩⵍ㛎⠪ޔߡߞ

࠾ ࿖ߩᯏ㑐⧯ߪߊߒᣇ࿅ߩߘߪᆔ⸤ࠍฃߚߌ⠪߇ᴺߩቯࠆോࠍ

ㆀⴕߦߣߎࠆߔኻߡߒදജࠆߔᔅⷐࠆ߇႐วޔߡߞߢⵍ㛎⠪ߩหᗧࠍᓧߎࠆ

߈ߣࠆ߇ࠇߘ߅ߔ߷ࠍᡰ㓚ߦㆀⴕߩᒰോࠅࠃߦߣ

㧞㧚ᰴߦឝࠆߍ႐วޔߪԠߢⷙቯࠆߔ╙ਃ⠪ߦᒰޕࠆߔߣߩ߽ߥߒ

ࠗ ⎇ⓥ⠪╬߇↪⋡⊛ߩ㆐ᚑߦᔅⷐߥ▸࿐ౝߡ߅ߦੱᖱႎߩขᛒోߩㇱ

႐วࠆߔ⸥ᆔࠍㇱ৻ߪ

ࡠ ว૬ߩઁߩߘ↱ࠆࠃߦᬺߩᛚ⛮ߦߡߞੱᖱႎ߇ឭଏࠆࠇߐ႐ว

ࡂ ੱᖱႎࠍ․ቯߩ⠪ߩߣ㑆ߢหߡߒ↪ࠆߔ႐วߩߘޔߡߞߢᣦਗ߮ߦ

หߡߒ↪ࠆࠇߐੱᖱႎߩ㗄⋡ޔหߡߒ↪ࠆߔ⠪ߩ▸࿐ޔ↪ࠆߔ⠪ߩ

↪⋡⊛߮ᒰੱᖱႎߩ▤ℂߡߟߦ⽿છࠍࠆߔ⠪ߩ᳁ฬߪฬ⒓ޔߡߟߦ

ߣࠆߡ⟎ߦᘒ⁁ࠆᓧࠅ⍮ߦኈᤃ߇ⵍ㛎⠪ߪޔߒㅢ⍮ߦⵍ㛎⠪ޔߓ߆ࠄ

ߪ↪⋡⊛ߩ⠪ࠆߔ↪ࠍᒰੱᖱႎߪ╬ⓥ⠪⎇ޔߪ႐วߩߎޔߒߛߚ㧔߈

ੱᖱႎߩ▤ℂߡߟߦ⽿છࠍࠆߔ⠪ߩ᳁ฬ⧯ߪߊߒฬ⒓ࠍᄌᦝࠆߔ႐วޔߪ

ᄌᦝࠆߔౝኈޔߓ߆ࠄޔߡߟߦⵍ㛎⠪ߦㅢ⍮ޔߒߪⵍ㛎⠪߇ኈᤃߦ⍮ࠅ

ᓧࠆ⁁ᘒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆⟎ߦ㧕

⑩ 当該研究に係る個人情報の取扱いに関する被験者等からの苦情・問い合
わせの適切かつ迅速な対応に努めなければならない。

２ 研究責任者の責務等

（１）研究責任者は、被験者に対する説明の内容、同意の確認方法、その他のイ
ンフォームド・コンセントの手続に必要な事項を臨床研究計画に記載しなけ
ればならない。
この場合において、第１の３（１）①に規定する研究（体外診断を目的と

した研究を除く。）にあっては、当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた
健康被害の補償のための保険その他の必要な措置を、第１の３（１）①に規
定する研究のうち体外診断を目的とした研究及び第１の３（１）②に規定す
る研究にあっては、当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補
償の有無を臨床研究計画に記載しなければならない。
㧨⚦ೣ㧪

⥃ᐥ⎇ⓥ⸘↹ᦠߦ⸥タ߈ߴߔ㗄ߦ⊛⥸৻ޔߪએਅޔߒߛߚޕࠆߔߣࠅ߅ߣߩ⥃ᐥ⎇
ⓥߩౝኈߦᔕߡߓᄌᦝޕࠆߔߣߩ߽ࠆ߈ߢ
ࠗ ⵍ㛎⠪ߩㆬቯᣇ㊎
ࡠ ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩᗧ⟵ޔ⊛⋠ޔᣇᴺ߮ᦼ㑆ޔᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦෳടࠅࠃߦߣߎࠆߔᦼ
ᓙࠆࠇߐ⋉߮ࠅߎᓧࠆෂ㒾ਗ߮ߦᔅὼ⊛ߦ߁ᔃりߦኻࠆߔਇᔟߥ⁁ᘒޔᒰ
⥃ᐥ⎇ⓥ⚳ੌᓟߩኻᔕޔᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦଥࠆੱᖱႎߩ⼔ߩᣇᴺ㧔ⵍ㛎⠪ࠍ․ቯߢ
㧕ޕࠍขᛒߩ႐วࠆ߈

ࡂ ห⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩฬ⒓
࠾ ⎇ⓥ⠪╬ߩ᳁ฬ
ࡎ ⛯ᚻߩߚߩ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗ
ࡋ ߅ߦ㗄߮หᗧᢥᦠ㧔ⷰኤ⎇ⓥ⺑ߩߚࠆߌฃࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗ

㧟ߩ㧝╙ޔߪߡߟߦߩ߽߁ࠍଚⷅᕈߦណขߩ╬⹜ᢱޔ߽ߡ��Ԙ߮ԙߦⷙቯ
㧕ޕߣߎࠆߔᗧ⇐߁ࠃ߁ⴕࠍタ⸤ߥචಽߦห᭽ߣⓥ⎇ࠆߔ

࠻ ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦଥࠆ⾗㊄Ḯޔࠅߎᓧࠆኂߩⴣ⓭߮⎇ⓥ⠪╬ߩ㑐ㅪ⚵❱ߩߣ㑐
ࠅࠊ

࠴ ╙㧝ߩ㧟
��Ԙߦⷙቯࠆߔ⎇ⓥ㧔ᄖ⸻ᢿߚߒߣ⊛⋠ࠍ⎇ⓥࠍ㒰ޕߊ㧕ޔߪߡߞߦ
ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦⵍ㛎⠪ߚߓ↢ߦஜᐽⵍኂߩఘߩߚߩ㒾╬ᔅⷐߥភ⟎㧔╙㧝
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㧟ߩ��Ԙߦⷙቯࠆߔ⎇ⓥߜ߁ߩᄖ⸻ᢿߚߒߣ⊛⋠ࠍ⎇ⓥ߮╙㧝ߩ㧟
��ԙߦⷙቯ
㧕ޕήߩఘޔߪߡߞߦⓥ⎇ࠆߔ

 ⹜ᢱ╬ߩሽ߮↪ᣇᴺਗ߮ߦሽᦼ㑆
 ઍ⻌⠪ࠍㆬቯࠆߔ႐วߩߘߪ⠨߃ᣇ
ޤ႐วߥ࿎㔍߇ߣߎࠆߌฃࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗࠄ߆ⵍ㛎⠪ޣ
࡞ ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩ㊀ⷐᕈޔⵍ㛎⠪ߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ߳ߩෳട߇ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉࠆߔ
↱ℂߥᔅⷐਇนᰳࠅߚᒰߦ

（２）研究責任者は、臨床研究に伴う危険が予測され、安全性を十分に確保でき
ると判断できない場合には、原則として当該臨床研究を実施してはならない。

㧨⚦ೣ㧪
㧝㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉࠆߔ႐วޔߪߦᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩోᕈࠍචಽ⏕ࠆߔ
ޕࠆߢ㊀ⷐߦ․߇ߣߎ

㧞㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥߩߢ߹ࠆߔੌ⚳ࠍ㑆ޔෂ㒾߿੍᷹ߩోᕈߩ⏕ߦᔅⷐߥᖱ
ႎޔߡߟߦᛠីޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ

（３）研究責任者は、臨床研究を実施し、又は継続するに当たり、臨床研究機関
の長の許可を受けなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
㧝㧚⥃ᐥ⎇ⓥࠍߩ߆ࠄℂ↱ࠅࠃߦਛᱛߩߘޔ߇ߚߒᓟౣ㐿ࠆߔ႐วޟޔ߽ߡߞߢ⥃ᐥ
⎇ⓥߦޠ⛯⛮ߩ߹ޕࠆࠇ

㧞㧚ޟ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳ޔߪߣޠޔ߫߃એਅߩ⠪߇ޕࠆࠇࠄߍ
ࠗ ∛㒮ߩ႐วޔߪ∛㒮㐳
ࡠ ஜᚲߩ႐วޔߪஜᚲ㐳
ࡂ ડᬺ╬ߩ⎇ⓥᚲߩ႐วޔߪ⎇ⓥᚲ㐳

㧟㧚⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐߇ዊⷙᮨࠅࠃߦ╬ߣߎࠆߢ⎇ⓥ⽿છ⠪ߣ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳߇ห৻ੱ‛
৻ߪ࿅ᴺੱ␠⥸৻ޔห⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ޔߪⓥ⽿છ⠪⎇ޔߪߦ႐วߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦ
⥸⽷࿅ᴺੱޔ⁛┙ⴕᴺੱޔቇᩞᴺੱޔ࿖┙ᄢቇᴺੱޔᣇ⁛┙ⴕᴺੱޔ․ቯ㕖༡
ᵴേᴺੱޔቇળ╬ߚࠇߐ⟎⸳ߦ୶ℂክᩏᆔຬળߦክᩏࠍଐ㗬ޔࠅࠃߦ╬ࠆߔ⥃ᐥ⎇ⓥߦ
ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒታᣉߢߚߒචಽ㈩ᘦߦ୶ℂᕈࠆߌ߅

（４）研究責任者は、臨床研究計画において、臨床研究の実施計画及び作業内容
を明示しなければならない。

（５）研究責任者は、第１の３（１）①及び②に規定する研究であって、侵襲性
を有するものを実施する場合には、あらかじめ、登録された臨床研究計画の
内容が公開されているデータベース（国立大学附属病院長会議、財団法人日
本医薬情報センター及び社団法人日本医師会が設置したものに限る。）に当
該研究に係る臨床研究計画を登録しなければならない。ただし、知的財産等
の問題により臨床研究の実施に著しく支障が生じるものとして、倫理審査委
員会が承認し、臨床研究機関の長が許可した登録内容については、この限り
ではない。

㧨⚦ೣ㧪
㧝㧚⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳╬߇⎇ⓥ⽿છ⠪ߦઍߡߞࠊ⊓㍳ࠆߔ႐ว߇ᗐቯߩߘޔ߇ࠆࠇߐ႐วޔ
⊓㍳ߩ⽿ോߪ⎇ⓥ⽿છ⠪ޕࠆߦ

㧞㧚ห⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐߇ሽࠆߔ⥃ᐥ⎇ⓥߩ႐วߩ৻ޔߪߡ߅ߦ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ⎇ⓥ⽿
છ⠪ߩઁޔ߇⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ⎇ⓥ⽿છ⠪ࠍઍߡߒ⊓㍳ߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ႐วޔ
ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥࠍⴕߩߡߴߔ߁⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߦ㑐ࠆߔᖱႎ߇⊓㍳ౝኈߦ⸥タߌߥߡࠇߐ
ޕߥࠄߥ߫ࠇ

（６）研究責任者は、臨床研究を適正に実行するために必要な専門的知識及び臨
床経験が十分にある者でなければならない。
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㧨⚦ೣ㧪
ࠍ߁⎇ⓥߩઁߩߘஜᐽߦᓇ㗀ࠍਈߥ߁ࠃࠆ߃ⴕὑࠍࠍੱ߁ኻ⽎ࠆߔߣ⥃ᐥ⎇ⓥ

㧔ࠆࠁࠊ⎇ⓥ㧕ࠍⴕ߁႐วޔߪߦ⥃ᐥ⚻㛎߇චಽࠆߦකᏧࠆࠃߦㆡಾߥഥ⸒ࠍᓧ
႐ࠆߡߒෳടߦᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ߇කᏧࠆߦචಽ߇ᐥ⚻㛎⥃ޔߒߛߚޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
วߩߎޔߪߦ㒢ޕߥߪߢࠅ

（７）研究責任者は、臨床研究の適正性及び信頼性を確保するために必要な情報
を収集し、検討するとともに、臨床研究機関の長に対してこれを報告しなけ
ればならない。また、必要に応じ、臨床研究計画ーを変更しなければならな
い。

（８）研究責任者は、臨床研究に関連する重篤な有害事象及び不具合等の発生を
知ったときは、直ちにその旨を臨床研究機関の長に通知しなければならない。

（９）研究責任者は、毎年一回、臨床研究の進捗状況並びに有害事象及び不具合
等の発生状況を臨床研究機関の長に報告しなければならない。また、臨床研
究を終了したときは、臨床研究機関の長にその旨及び結果の概要を文書によ
り報告しなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
Ფᐕߩႎ๔ߩႎ๔ᤨᦼޔߪߡߟߦฦߩޘ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ޔߡ߅ߦㆡಾᤨߥᦼࠍቯࠆ

ޕࠆߔߣߣߎ

（10）研究責任者は、他の臨床研究機関と共同で臨床研究を実施する場合には、
当該他の臨床研究機関の研究責任者に対し、臨床研究に関連する重篤な有害
事象及び不具合等を報告しなければならない。

（11）研究責任者は、臨床研究により期待される利益よりも起こり得る危険が高
いと判断される場合又は臨床研究により十分な成果が得られた場合には、当
該臨床研究を中止し、又は終了しなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
㧝㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥߩߢ߹ࠆߔੌ⚳ࠍ㑆ޔ⥃ᐥ⎇ⓥߦ㑐ࠆߔ࿖ౝᄖࠆߌ߅ߦቇળ
⊒ޔ⺰ᢥ⊒╬ߩᖱႎ㧔એਅޟ⊒ᖱႎ╬ޕ߁ߣޠ㧕ߡߟߦᛠីޔߦ߽ߣߣࠆߔ
ᛠីߚߒᒰ⊒ᖱႎ╬ޔߡߟߦ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳ߦኻޔߒႎ๔߇ߣߎࠆߔᦸ߹ޕߒ

㧞㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ߩઁޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߣหߢ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉࠆߔ႐วޔߪߦᒰઁߩ⥃
ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ⎇ⓥ⽿છ⠪ߦኻޔߒᛠីߚߒ⊒ᖱႎ╬ߡߟߦႎ๔߇ߣߎࠆߔᦸ߹ޕߒ

㧟㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥࠍਛᱛޔߒߚߒੌ⚳ߪ႐วߩߘޔߪߦᣦࠍ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ
㐳߳ႎ๔ߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ႐วޔߡ߅ߦ⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥࠅࠃߦᦼᓙ
ᒰࠅࠃߦ↱ℂ㜞ߩ႐ว╬✕ᕆᕈࠆࠇߐᢿ್ߣ㜞߇ෂ㒾ࠆᓧࠅߎ߽ࠅࠃ⋊ࠆࠇߐ
⥃ᐥ⎇ⓥࠍਛᱛߚߒੌ⚳ߪ႐วޔߪߡߟߦㆃṛߩߘޔߊߥᣦࠍ⥃ᐥ⎇
ⓥᯏ㑐ߩ㐳߳ႎ๔ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

（12）研究責任者の個人情報の保護に係る責務等は、次のとおりとする。
① 当該研究に係る個人情報の安全管理が図られるよう、その個人情報を取
り扱う研究者等（当該研究責任者を除く。）に対し必要かつ適切な監督を
行わなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪ⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳ߣදജޔߟߟߒੱᖱႎࠍ෩㊀ߦ▤ℂߦߚࠆߔ

ᔅⷐߥᚻ⛯ޔ⸳ޔ╬ࠍᢛ߇ߣߎࠆߔᦸ߹ޕߒ

② 個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託
された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要



かつ適切な監督を行わなければならない。
㧨⚦ೣ㧪

ᧄᜰ㊎ࠆ᳞߇ᔅⷐߟ߆ㆡಾޔߪߣ〉⋘ߥ߫߃ᆔ⸤ᄾ⚂ᦠޔߡ߅ߦᆔ⸤⠪߇ቯ

ߎࠆߡࠇߐㆩ߇ᒰౝኈޔߦ߽ߣߣࠆߔⷙቯߦ⊛␜ࠍౝኈߩ⟎ో▤ℂភࠆ

ޕࠆߢߣߎࠆߔ⏕ࠍߣ

③ 保有する個人情報に関し、次に掲げる事項について、被験者の知り得る
状態（被験者の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなけ
ればならない。
一 当該研究に係る研究者等の氏名又は研究チームの名称
二 すべての個人情報の利用目的（ただし、細則で規定する場合を除
く。）

三 開示等の求めに応じる手続
四 苦情の申出先及び問い合わせ先

㧨⚦ೣ㧪

Ԛߩੑߩⷙቯޔߪᰴߦឝࠆߍ႐วޔߡߟߦㆡ↪ޕߥߒ

ࠗ ↪⋡⊛ࠍⵍ㛎⠪ߦㅢ⍮ޔߒߪࠅࠃߦߣߎࠆߔⵍ㛎⠪ߪ╙ਃ⠪ߩ↢ޔ

りᮭߩઁߩߘ↥⽷ޔ⋉ࠍኂࠆ߇ࠇߘ߅ࠆߔ႐ว

ࡠ ↪⋡⊛ࠍⵍ㛎⠪ߦㅢ⍮ޔߒߪࠅࠃߦߣߎࠆߔᒰ⎇ⓥ⽿છ⠪ᮭߩߪ

ᱜᒰߥ⋉ࠍኂࠆ߇ࠇߘ߅ࠆߔ႐ว

ࡂ ࿖ߩᯏ㑐ߪᣇ࿅߇ᴺߩቯࠆോࠍㆀⴕߦߣߎࠆߔኻߡߒදജࠆߔ

ᔅⷐࠆ߇႐วޔߡߞߢ↪⋡⊛ࠍⵍ㛎⠪ߦㅢ⍮ޔߒߪࠅࠃߦߣߎࠆߔᒰ

ോߩㆀⴕߦᡰ㓚ࠍ߷߈ߣࠆ߇ࠇߘ߅ߔ

࠾ ขᓧߩ⁁ᴫߡߺࠄ߆↪⋡⊛߇ߣࠆߢ߆ࠄࠆࠇࠄ႐ว

④ 被験者又は代理人から、当該被験者が識別される保有する個人情報の開
示を求められたときは、原則として被験者に対し、遅滞なく、書面の交付
又は開示の求めを行った者が同意した方法により当該保有する個人情報を
開示しなければならない。
また、当該被験者が識別される保有する個人情報が存在しないときには、

その旨を知らせなければならない。
ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しないことができる。
一 被験者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ
れがある場合

二 当該研究に係る研究者等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすお
それがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合
また、開示を求められた保有する個人情報の全部又は一部について開示

しない旨を決定したときは、原則として被験者に対し、遅滞なく、その旨
を通知しなければならない。その際、原則として被験者に対し、その理由
を説明するよう努めなければならない。
なお、他の法令の規定により、保有する個人情報の開示について定めが

ある場合には、当該法令の規定によるものとする。
⑤ 保有する個人情報のうち、診療情報を含むものを開示する場合には、原
則として別途厚生労働省医政局長が示す指針に従って行うものとする。

㧨⚦ೣ㧪

Ԝߩⷙቯޟޔߡ߅ߦෘ↢ഭ⋭කዪ㐳ߔ␜߇ᜰ㊎ޟޔߪߩࠆߣޠ⸻≮ᖱႎߩ

11



12

ឭଏ╬ߦ㑐ࠆߔᜰ㊎ߩ╷ቯޠߡߟߦ㧔ᐔᚑ��ᐕ㧥��ᣣක⊒╙�������ภෘ↢ഭ

⋭කዪ㐳ㅢ⍮㧕ޟߔ␜ߢ⸻≮ᖱႎߩឭଏ╬ߦ㑐ࠆߔᜰ㊎ޕ߁ࠍߣߎߩޠ

⑥ 被験者又は代理人から、保有する個人情報の訂正等、利用停止等、又は
第三者への提供の停止を求められた場合で、それらの求めが適正であると
認められるときは、これらの措置を行わなければならない。
ただし、利用停止等及び第三者への提供の停止については、多額の費用

を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、被験者の権
利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限
りでない。

㧨⚦ೣ㧪

ԝߩⷙቯޔߡ߅ߦⵍ㛎⠪ߪઍℂੱࠄ߆⸓ᱜ╬ޔ↪ᱛ╬ޔߪ╙ਃ⠪߳ߩឭ

ଏߩᱛߚࠇࠄ᳞ࠍᒰࠆߔੱᖱႎోߩㇱ⧯ߪߊߒ৻ㇱޔߡߟߦᰴߦឝߍ

ㅢࠍᣦߩߘޔߊߥㆃṛޔߒኻߦⵍ㛎⠪ߡߒߣේೣޔߪ႐วߚߒቯߪታᣉࠍ㗄ࠆ

⍮ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

ࠗ ⸓ᱜ╬ࠍⴕ߈ߣߚߞ

ࡠ ⸓ᱜ╬ࠍⴕߥࠊᣦߩቯ߈ߣߚߒࠍ

ࡂ ↪ᱛ╬ࠍⴕ߈ߣߚߞ

࠾ ↪ᱛ╬ࠍⴕߥࠊᣦࠍቯ߈ߣߚߒ

ࡎ ╙ਃ⠪߳ߩឭଏࠍᱛ߈ߣߚߒ

ࡋ ╙ਃ⠪߳ߩឭଏࠍᱛߥߒᣦࠍቯ߈ߣߚߒ

⑦ 被験者又は代理人からの開示等の求めの全部又は一部について、その措
置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、原
則として被験者に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

⑧ 被験者又は代理人に対し、開示等の求めに関して、その対象となる保有
する個人情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この
場合において、被験者又は代理人が容易かつ的確に開示等の求めをするこ
とができるよう、当該保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他
被験者又は代理人の利便を考慮した措置をとらなければならない。

㧨⚦ೣ㧪

ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦଥࠆᖱႎߩ㐿␜╬ߦ᳞ߩኻߓ߆ࠄޔߪߡߒ৻ర⊛ߦኻᔕ߈ߢ

ភߥ߁ࠃࠆߔシᷫߌߛࠆ߈ߢࠍᜂ⽶ߩⵍ㛎⠪߮ઍℂੱߤߥࠆቯࠍ╬⛯ᚻߥ߁ࠃࠆ

ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥദ߁ࠃࠆߕ⻠ࠍ⟎

（13）研究責任者は、臨床研究終了後においても、被験者が当該臨床研究の結果
により得られた最善の予防、診断及び治療を受けることができるよう努めな
ければならない。

３ 臨床研究機関の長の責務等

（１）倫理的配慮の周知
臨床研究機関の長は、当該臨床研究機関における臨床研究が、倫理的、法

的又は社会的問題を引き起こすことがないよう、研究者等（当該臨床研究機
関の長を除く。）に対し、臨床研究を実施するに当たり、被験者の人間の尊
厳及び人権を尊重し、個人情報を保護しなければならないことを周知徹底し
なければならない。
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（２）被験者の健康被害等に対する補償等の確保
臨床研究機関の長は、いかなる臨床研究も、臨床研究機関の長の責任の下

で計画され、実施されること及び臨床研究に起因する被験者の健康被害等に
対する補償その他の必要な措置が適切に講じられることを確保しなければな
らない。

（３）臨床研究の適正な実施の確保
臨床研究機関の長は、臨床研究に係る業務並びに重篤な有害事象及び不具

合等に対して研究者等が実施すべき事項に関する手順書を作成し、臨床研究
が当該手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなけれ
ばならない。

㧨⚦ೣ㧪
ᧄ㗄ߢቯࠆᚻ㗅ᦠࠆࠇࠄ᳞ߩߘޔߪߡߟߦታ↪ᕈࠍ〯߹ޔ߃◲ẖߎࠆߔߣߩ߽ߥ

ޕߣ

（４）臨床研究計画の審査
臨床研究機関の長は、臨床研究計画がこの指針に適合しているか否かその

他臨床研究の適正な実施に関し必要な事項について、あらかじめ、倫理審査
委員会に審査を行わせなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する臨床研究計画については、この限りでな

い。
① 倫理審査委員会に属する者その他の者のうちから倫理審査委員会があら
かじめ指名する者（②において「あらかじめ指名する者」という。）が、
当該臨床研究計画が次に掲げるすべての要件を満たしており、倫理審査委
員会への付議を必要としないと判断した場合
ア 他の機関において既に連結可能匿名化された情報を収集するもの、無
記名調査を行うものその他の個人情報を取り扱わないものであること。

イ 人体から採取された試料等を用いないものであること。
ウ 観察研究であって、人体への負荷を伴わないものであること。
エ 被験者の意思に回答が委ねられている調査であって、その質問内容に
より被験者の心理的苦痛をもたらすことが想定されないものであること。

② あらかじめ指名する者が、研究者等が所属する医療機関内の患者の診療
録等の診療情報を用いて、専ら集計、単純な統計処理等を行う研究であり、
倫理審査委員会への付議を必要としないと判断した場合

③ 次に掲げる事項についての規定を含む契約に基づき、データの集積又は
統計処理のみを受託する場合
ア データの安全管理
イ 守秘義務

㧨⚦ೣ㧪
⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߦᣢࠆߡࠇߐ⟎⸳ߦ㘃ૃߩᆔຬળߩߎޔߪߡߟߦᜰ㊎ߦㆡวࠆߔ୶ℂ

ክᩏᆔຬળౣߡߒߣ✬ᚑࠅࠃߦߣߎࠆߔኻᔕ߽ߣߎࠆߔน⢻ߩߘޔࠅߢ႐วߩߘޔฬ⒓
ޕߥࠊߪᅤߩ

（５）他の倫理審査委員会への審査依頼
臨床研究機関の長は、当該臨床研究機関の長が設置した倫理審査委員会以

外の倫理審査委員会に審査を行わせようとする場合には、あらかじめ、文書
により、当該倫理審査委員会の設置者に当該審査を依頼しなければならない。
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（６）倫理審査委員会への付議
臨床研究機関の長は、２（７）の規定により、研究責任者から臨床研究の

適正性及び信頼性を確保するために必要な情報が報告された場合には、倫理
審査委員会に報告しなければならない。また、２（３）の規定により、研究
責任者から臨床研究の実施又は継続について許可を求められた場合（２（
７）の規定により、臨床研究計画を変更した場合を含む。）には、臨床研究
の実施又は継続の適否、臨床研究計画の変更その他の臨床研究に関し必要な
事項について、速やかに倫理審査委員会の意見を聴かなければならない。た
だし、２（３）の規定による場合であって、（４）①、②又は③に該当する
場合は、この限りではない。
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（７）臨床研究機関の長による許可
臨床研究機関の長は、倫理審査委員会の意見を尊重し、臨床研究の実施又

は継続の許可又は不許可その他の臨床研究に関し必要な事項を決定しなけれ
ばならない。この場合において、臨床研究機関の長は、倫理審査委員会が実
施又は継続が適当でない旨の意見を述べた臨床研究については、その実施又
は継続を許可してはならない。
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（８）有害事象等への対応
臨床研究機関の長は、２（８）の規定により研究責任者から臨床研究に関

連する重篤な有害事象及び不具合等の発生について通知がなされた場合には、
速やかに必要な対応を行うとともに、当該有害事象及び不具合等について倫
理審査委員会等に報告し、その意見を聴き、当該臨床研究機関内における必
要な措置を講じなければならない。
また、当該臨床研究を共同して行っている場合には、当該有害事象及び不

具合等について、共同臨床研究機関への周知等を行わなければならない。
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（９）厚生労働大臣等への報告
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① 臨床研究機関の長は、第１の３（１）①及び②に規定する研究であって、
侵襲性を有するものにおいて、臨床研究に関連する予期しない重篤な有害
事象及び不具合等が発生した場合には、（８）の対応の状況・結果を公表
し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者（以下「厚生労働大臣等」とい
う。）に逐次報告しなければならない。

② 臨床研究機関の長は、当該臨床研究機関において現在実施している又は
過去に実施された臨床研究について、この指針に適合していないこと（適
合していない程度が重大である場合に限る。）を知った場合には、速やか
に倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応をした上で、その対応の状況
・結果を厚生労働大臣等に報告し、公表しなければならない。

㧨⚦ೣ㧪

ᛚߪ⸽ࠍฃߡߌㅧ⽼ᄁߚࠇߐක⮎ຠߪක≮ᯏེࠍ↪ࠆߔ⥃ᐥ⎇ⓥޔߡ߅ߦ

ක⮎ຠߪක≮ᯏེߩ↪ޔਇౕว╬ߩ↱ࠆࠇࠊ⇼ߣߩ߽ࠆࠃߦ႐วޔߪߦ⮎ᴺ㧔

ᤘ㧟㧡ᐕᴺᓞ╙㧝㧠㧡ภ㧕╙㧣㧣᧦ߩ㧠ߩ㧞╙㧞㗄ߩⷙቯߦ⇐ᗧޔߒㆡಾߦኻᔕߎࠆߔ

ޕߣ

（10）自己点検
臨床研究機関の長は、必要に応じ、当該臨床研究機関における臨床研究が

この指針に適合しているか否かについて、自ら点検及び評価を行わなければ
ならない。
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（11）厚生労働大臣等の調査への協力
臨床研究機関の長は、当該臨床研究機関がこの指針に適合しているか否か

について、厚生労働大臣等が実施する実地又は書面による調査に協力しなけ
ればならない。

（12）研究者等の教育の機会の確保
臨床研究機関の長は、臨床研究の実施に先立ち、研究者等が臨床研究の倫

理に関する講習その他必要な教育を受けることを確保するために必要な措置
を講じなければならない。

（13）臨床研究計画等の公開
臨床研究機関の長は、２（５）の登録がなされ、臨床研究計画及び臨床研

究の成果の公開が確保されるよう努めるものとする。

４ 組織の代表者等の責務等

（１）個人情報の保護に関する責務等
① 組織の代表者等は、当該臨床研究機関における臨床研究の実施に際し、
個人情報の保護が図られるようにしなければならない。

② 組織の代表者等は、個人情報の保護に関する措置に関し、適正な実施を
確保するため必要があると認めるときは、臨床研究機関の長等に対し、監
督上必要な命令をすることができる。
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③ 組織の代表者等は、組織の代表者等の責務として以下に規定する事項並
びに第５の１（２）並びに第５の２（１）及び（２）に規定する事項に係
る権限又は事務を、当該臨床研究機関が定めるところにより当該臨床研究
機関の長等当該臨床研究機関の適当な者に委任することができる。

（２）個人情報に係る安全管理措置
組織の代表者等は、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織的、

人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じなければならない。
また、組織の代表者等は、死者の人としての尊厳及び遺族の感情にかんが

み、死者に係る情報についても個人情報と同様に、必要かつ適切な組織的、
人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じなければならない。

（３）苦情・問い合わせ等に対応するための体制整備
組織の代表者等は、苦情・問い合わせ等に適切かつ迅速に対応するため、

苦情・問い合わせ等を受け付けるための窓口の設置や苦情・問い合わせ等の
対応の手順を定めるなど被験者等からの苦情・問い合わせ等に対応するため
に必要な体制の整備に努めなければならない。

（４）手数料の徴収等
組織の代表者等は、保有する個人情報の利用目的の通知又は保有する個人

情報の開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収する
ことができる。また、その場合には実費を勘案して合理的であると認められ
る範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

第３ 倫理審査委員会

（１）倫理審査委員会は、臨床研究機関の長から臨床研究計画がこの指針に適合
しているか否かその他臨床研究の適正な実施に関し必要な事項について意見
を求められた場合には、倫理的観点及び科学的観点から審査し、文書により
意見を述べなければならない。

（２）倫理審査委員会の設置者は、委員会の手順書、委員名簿並びに会議の記録
及びその概要を作成し、当該手順書に従って倫理審査委員会の業務を行わせ
なければならない。

（３）倫理審査委員会の設置者は、（２）に規定する当該倫理審査委員会の手順
書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表しなければならない。
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（４）倫理審査委員会の設置者は、（２）に規定する当該倫理審査委員会の委員
名簿、開催状況その他必要な事項を毎年一回厚生労働大臣等に報告しなけれ
ばならない。
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（５）倫理審査委員会は、学際的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委員
によって、公正かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成され、かつ、運
営されなければならない。
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（６）倫理審査委員会の委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らして
はならない。その職を退いた後も同様とする。

（７）倫理審査委員会の設置者は、当該倫理審査委員会がこの指針に適合してい
るか否かについて、厚生労働大臣等が実施する実地又は書面による調査に協
力しなければならない。

（８）倫理審査委員会の設置者は、倫理審査委員会委員の教育及び研修に努めな
ければならない。

（９）倫理審査委員会は、軽微な事項の審査について、委員長が指名する委員に
よる迅速審査に付すことその他必要な事項を定めることができる。迅速審査
の結果については、その審査を行った委員以外のすべての委員に報告されな
ければならない。
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（10）倫理審査委員会は、実施されている、又は終了した臨床研究について、そ
の適正性及び信頼性を確保するための調査を行うことができる。
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第４ インフォームド・コンセント
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߮ࠅߎᓧࠆෂ㒾ਗ߮ߦᔅὼ⊛ߦ߁ᔃりߦኻࠆߔਇᔟߥ⁁ᘒޔᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ⚳ੌᓟ
ኻᔕߩ

࠴ ⵍ㛎⠪߮ઍ⻌⠪╬ߩᏗᦸߩઁޔࠅࠃߦⵍ㛎⠪ߩੱᖱႎ⼔߿ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩ⁛ഃ
ᕈߩ⏕ߦᡰ㓚ߥ߇▸࿐ౝޔߢᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ⸘↹߮ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩᣇᴺߦ㑐ࠆߔ⾗
ᢱࠍᚻߪ㑛ⷩߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ

 ੱᖱႎߩขᛒޔឭଏవߩᯏ㑐ฬޔឭଏవࠆߌ߅ߦ↪⋡⊛߇ᅷᒰߣߎࠆߢ╬
ࠆߔᯏ㑐߳ឭଏߩઁࠍᨐ⚿ߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥޔߢߚߒክᩏߢ୶ℂክᩏᆔຬળߡߟߦ
น⢻ᕈߣߎࠆ߇

 ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩᚑᨐߺ↢߇╬ᮭ⸵․ࠅࠃߦࠆࠇߐน⢻ᕈߣߎࠆ߇߮․⸵ᮭ╬߇
Ꮻዻవߩ╬ᮭߩߘߩ႐วߚࠇߐߺ↢

࡞ ⵍ㛎⠪ࠍ․ቯߦ߁ࠃߥ߈ߢኻಣߚߒޔߢᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩᚑᨐ߇ࠆࠇߐน⢻ᕈ
ߣߎࠆ߇

ࡥ ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦଥࠆ⾗㊄Ḯޔࠅߎᓧࠆኂߩⴣ⓭߮⎇ⓥ⠪╬ߩ㑐ㅪ⚵❱ߩߣ㑐ࠊ
ࠅ

ࡢ ⹜ᢱ╬ߩሽ߮↪ᣇᴺਗ߮ߦሽᦼ㑆
ࠞ ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦ㑐ࠆߔวޔߖࠊ⧰ᖱ╬ߩ⓹ญߩㅪ⛊వ╬ߦ㑐ࠆߔᖱႎ
࡛ ╙㧝ߩ㧟
��Ԙߦⷙቯࠆߔ⎇ⓥ㧔ᄖ⸻ᢿߚߒߣ⊛⋠ࠍ⎇ⓥࠍ㒰ޕߊ㧕ޔߪߡߞߦ
ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߦⵍ㛎⠪ߚߓ↢ߦஜᐽⵍኂߩఘߩߚߩ㒾╬ᔅⷐߥភ⟎㧔╙㧝ߩ
㧟
��Ԙߦⷙቯࠆߔ⎇ⓥߜ߁ߩᄖ⸻ᢿߚߒߣ⊛⋠ࠍ⎇ⓥ߮╙㧝ߩ㧟
��ԙߦⷙቯࠆߔ
⎇ⓥޔߪߡߞߦఘߩήޕ㧕

࠲ ⷰኤ⎇ⓥޔߪߡߞߦ⹜ᢱ╬ߩណข߇ଚⷅᕈࠍࠆߔ႐วޔߪߦఘߩߚߩ㒾╬
ᔅⷐߥភ⟎ߩή╬චಽߥ⺑ߩࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޔฃ߁ࠃࠆߌ⇐ᗧߔ
ޕߣߎࠆ

ޤ႐วߥ࿎㔍߇ߣߎࠆߌฃࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗࠄ߆ⵍ㛎⠪ޣ
 ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥߩ㊀ⷐᕈ߮ⵍ㛎⠪ߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ߳ߩෳട߇ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉࠆߔ
↱ℂߥᔅⷐਇนᰳࠅߚߦ

１ 被験者からインフォームド・コンセントを受ける手続

（１）研究者等は、臨床研究を実施する場合には、被験者に対し、当該臨床研究
の目的、方法及び資金源、起こりうる利害の衝突、研究者等の関連組織との
関わり、当該臨床研究に参加することにより期待される利益及び起こりうる
危険、必然的に伴う不快な状態、当該臨床研究終了後の対応、臨床研究に伴
う補償の有無その他必要な事項について十分な説明を行わなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
ᧄ㗄߮⚦ೣޟߩࠅߎᓧࠆኂߩⴣ⓭ࠆࠁࠊޔߪߣޠ⋉⋧㧔%QPHNKEV QH +PVG

TGUV㧦%1+㧕ޕࠆߢߩ߽߁ࠍߣߎߩ
⋉⋧㧔%QPHNKEV QH +PVGTGUV㧦%1+㧕ޟޔߪߡߟߦ⋉⋧࡞ࠣࠣࡦࠠࡢ

ࡊ ႎ๔ᦠޠ㧔ᐔᚑ㧝㧠ᐕ㧝㧝㧝ᣣ ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚቇⴚክ⼏ળᛛⴚ⎇ⓥၮ⋚
ㇱળ↥ቇቭㅪ៤ផㅴᆔຬળ⋉⋧ࡊ࡞ࠣࠣࡦࠠࡢ㧕ޟޔ⥃ᐥ⎇ⓥߩ⋉⋧ࠪࡐ
㧔ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧟ޠࡦࠗ࠼ࠗࠟࠆߔ㑐ߦቯ╷ ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕߮ޟෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ
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⋉⋧㧔%QPHNKEVࠆߌ߅ߦ QH +PVGTGUV�%1+㧕ߩ▤ℂߦ㑐ࠆߔᜰ㊎ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧟
㧟㧝ᣣ⑼⊒╙�������ภෘ↢⑼ቇ⺖㐳ቯ㧕߇ෳ⠨ޔߚࠆߥߦ⋉⋧㧔%QPHNKEV QH +
PVGTGUV㧦%1+㧕ߩ▤ℂޔߪߡߟߦᒰႎ๔ᦠࡦࠗ࠼ࠗࠟޔ߮ᜰ㊎ߦ⇐ᗧޕߣߎࠆߔ

（２）インフォームド・コンセントを受ける手続については、臨床研究の多様な
形態に配慮し、以下の方法によることとする。
① 介入を伴う研究の場合

研究者等は、被験者が（１）の規定により文書により説明した内容を理
解していることを確認した上で、自由意思によるインフォームド・コンセ
ントを文書で受けなければならない。

② 観察研究の場合
ア 人体から採取された試料等を用いる場合

研究者等は、文書により説明し、文書により同意を受ける方法により、
被験者からインフォームド・コンセントを受けなければならない。ただ
し、試料等の採取が侵襲性を有しない場合には、文書による説明及び文
書による同意に代えて、説明の内容及び被験者から受けた同意に関する
記録を作成することができる。

イ 人体から採取された試料等を用いない場合
研究者等は、被験者からインフォームド・コンセントを受けることを

必ずしも要しない。この場合において、研究者等は、当該臨床研究の目
的を含む研究の実施についての情報を公開しなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
ᖱႎ㐿ߡߟߦታᣉߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥޔߦ႐วߥߌฃࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗ

↹⸘ⓥ⎇ޔߪߡߟߦ㗄ߩࠄࠇߎޔ߅ߥޕߣߎࠆߡࠇ߹߇㗄ߩએਅޔߪ႐วࠆߔ
ޕߣߎࠆߔタ⸤ߦ
Ԙ ᒰ⎇ⓥߩᗧ⟵ޔ⊛⋠ޔᣇᴺ
ԙ ⎇ⓥᯏ㑐ฬ
Ԛ ࠆߔੱᖱႎߦ㑐ߡߒ╙㧞ߩ㧞
���Ԛޔԛߪԝߩⷙቯߦ᳞ࠆࠃߦᔕࠆߓᚻ⛯
㧔╙㧞ߩ㧠
㧕ࠍ㗵ߩᚻᢙᢱߩߘޔߪ߈ߣߚቯࠍ㗵ߩᚻᢙᢱࠅࠃߦⷙቯߩ��

ԛ ࠆߔੱᖱႎߦ㑐ޔߡߒ╙㧞ߩ㧝
��ԡߩⷙቯޔࠆࠃߦวޔߖࠊ⧰ᖱ╬ߩ⓹
ญߩㅪ⛊వߦ㑐ࠆߔᖱႎ

Ԝ ╙㧞ߩ㧞
���Ԛੑߩ↪⋡⊛ߩㅢ⍮ޔԛߩⷙቯࠆࠃߦ㐿␜ߪԞߩⷙቯࠆࠃߦℂ↱ߩ
⺑ࠍⴕߥ߈ߢ߇ߣߎ߁႐วߪᒰ㗄߮ߩߘℂ↱

（３）第１の３（１）①に規定する研究（体外診断を目的とした研究を除く。）
を実施する場合には、当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の
補償のための保険その他の必要な措置の内容について、事前に十分な説明を
行い、被験者の同意を受けなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
⥃ᐥ⎇ⓥߦ㑐ㅪߡߒⵍ㛎⠪ߦஜᐽⵍኂߚߓ↢߇႐วߩఘߩߚߩ㒾╬ᔅⷐߥភ⟎ޔߪ

ᔅ߽ߒߕ⎇ⓥ⠪╬ࠆࠃߦ㊄㌛ߩᡰᛄߦ㒢ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆࠇࠄஜᐽⵍኂߦኻࠆߔක≮ߩ
ឭଏ߮ߩઁߩߘ‛ߩࠬࡆࠨߪឭଏ߁ߣᚻᲑ߇߹ޕࠆߢߩ߽ࠆࠇ
⎇ޔߪߦ႐วߥ߇ㆊᄬᗧߦ╬ⓥ⠪⎇ޔ߽ߢ႐วߚߓ↢߇ஜᐽⵍኂߦⵍ㛎⠪ޔ߅ߥ

ⓥ⠪╬ߪᔅ߽ߒߕ㊄㌛⊛ߥఘࠍⴕ߁⟵ോޔߒߛߚޕߥߪߢߩ߽ࠆߕ↢߇ఘ㊄߇㒾
ߔᜂ⽶ߩଢ⋉߮ⵍ㛎⠪ࠆߌฃߩⵍ㛎⠪ߡ߅ߦᒰ⥃ᐥ⎇ⓥޔ߿႐วࠆࠇߐႯࠅࠃߦ
ߩ╬ⓥ⠪⎇ޔߪߦ႐วࠆߔఘߓᔕߦ⒟ᐲߩࠢࠬࠆߔᜂ⽶ߩⵍ㛎⠪ߒଔ⹏ࠍ╬ࠢࠬࠆ
ᗧᕁ್ᢿߩߘޔߡߒߣౝኈ߿⒟ᐲߡߟߦⵍ㛎⠪ߦኻߓ߆ࠄߒᢥᦠౕࠅࠃߦ⊛ߦ
⺑ޔߦ߽ߣߣࠆߔᢥᦠࠅࠃߦหᗧࠍᓧߊ߅ߡᔅⷐޕࠆ߇

（４）研究者等は、被験者が経済上又は医学上の理由等により不利な立場にある
場合には、特に当該被験者の自由意思の確保に十分配慮しなければならない。
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（５）研究者等は、被験者に対し、当該被験者が与えたインフォームド・コンセ
ントについて、いつでも不利益を受けることなく撤回する権利を有すること
を説明しなければならない。

㧨⚦ೣ㧪
⎇ⓥ⠪╬ޔߪⵍ㛎⠪ߦኻߩ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗޔߒ᠗࿁ޔߪߡߞߦᢥᦠߢⴕ

ޕߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆߔ⺑߁ࠃ߁

２ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける手続
㧨⚦ೣ㧪
㧝㧚ઍ⻌⠪╬ࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗࠄ߆ฃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌ႐ว߮ߩߘขᛒ
㊀ⷐߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥޔߪⓥ⽿છ⠪⎇ޔ႐ว߽ߩࠇߕޔߒߣࠅ߅ߣߩએਅޔߪߡߟߦ
ᕈޔⵍ㛎⠪ߩᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ߳ߩෳട߇ᒰ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉࠅߚߦࠆߔᔅⷐਇนᰳߥℂ
↱߮ઍ⻌⠪╬ߩㆬቯᣇ㊎ࠍ⥃ᐥ⎇ⓥ⸘↹ᦠߦ⸥タޔߒᒰ⥃ᐥ⎇ⓥ⸘↹ᦠߡߟߦ୶
ℂክᩏᆔຬળࠆࠃߦᛚ߮⥃ᐥ⎇ⓥᯏ㑐ߩ㐳ࠆࠃߦ⸵นࠍฃޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌ
ࠗ ⵍ㛎⠪߇∔∛╬ߩ߆ࠄℂ↱ࠅࠃߦലࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗߥਈߎࠆ߃
႐วࠆࠇߐᢿ್ߦ⊛ቴⷰߣߥ߈ߢ߇ߣ

ࡠ ⵍ㛎⠪߇ᧂᚑᐕ⠪ߩ႐วߩߎޔߒߛߚޕ႐วޔ߽ߡ߅ߦ⎇ⓥ⠪╬ޔߪⵍ㛎⠪ࠊߦ
߹ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥദ߁ࠃࠆࠇࠄᓧ߇⸂ℂޔⴕࠍ⺑ߥචಽߢ⪲⸒ߔ߿ࠅ߆
߇ⵍ㛎⠪ޔߚ ᱦએߩᧂᚑᐕ⠪ࠆߢ႐วޔߪߦઍ⻌⠪╬ޔߦ߽ߣߣⵍ㛎⠪16ࠄ߆
ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌฃ߽࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗߩ

႐ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ࠻ࡦࡦࠦ࠼ࡓࠜࡈࡦࠗߦᲑ㓏ࠆߡߒሽ↢߇ⵍ㛎⠪ޣ
วޤ

ࡂ ⵍ㛎⠪ߩ↢೨ࠆߌ߅ߦ␜⊛ߥᗧᕁߦߥߡߒ႐ว
㧞㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪߦ⊛⥸৻ޔߪⵍ㛎⠪ߩኅᣖ᭴ᚑࠆߡࠇ߆⟎߿⁁ᴫ╬ࠍൊ᩺ޔߡߒએ
ਅߦቯࠆ⠪ߩਛࠄ߆ⵍ㛎⠪ߩᗧᕁ߮⋉ࠍઍᑯߣࠆ߈ߢ⠨ࠆࠇࠄ߃⠪ࠍㆬቯߎࠆߔ
ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒタ⸤ࠍㆬቯᣇ㊎ߩ╬ઍ⻌⠪ߦᐥ⎇ⓥ⸘↹ᦠ⥃ޔߒߣၮᧄࠍߣ

⾰ታߩᵴ↢ߩ╬ઍ⻌⠪ߣⵍ㛎⠪ޔߪߣ╬ᴫ⁁ࠆߡࠇ߆⟎߿ኅᣖ᭴ᚑߩⵍ㛎⠪ޔ߅ߥ
ߢߩ߽߁ࠍᴫ⁁ߥน⢻߇ߣߎࠆ࿑ࠍ⋊ߩᦨༀߩⵍ㛎⠪ޔߡߺࠄ߆⊛ห㑐ଥ♖߿
ޕࠆ
ࠗ ᒰⵍ㛎⠪ߩᴺቯઍℂੱޔߡߞߢⵍ㛎⠪ߩᗧᕁ߮⋉ࠍઍᑯߣࠆ߈ߢ⠨ࠇࠄ߃
⠪ࠆ

ࡠ ⵍ㛎⠪ߩ㈩⠪ޔᚑੱߩሶޔῳᲣޔᚑੱߩఱᒉᆌᆂ⧯ߪߊߒቊޔῳᲣޔหዬⷫߩ
ᣖߩࠄࠇߘߪㄭⷫ⠪ߦḰߣࠆߕ⠨ࠆࠇࠄ߃⠪

㧟㧚⎇ⓥ⽿છ⠪ޔߪߦ⊛⥸৻ޔߪᱫߚߒⵍ㛎⠪ߩኅᣖ᭴ᚑߚߡࠇ߆⟎߿⁁ᴫޔᘠ⠌╬
⠪ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߈ߢઍᑯࠍᗧᕁߩ೨↢ߩⵍ㛎⠪ࠄ߆ਛߩ⠪ࠆቯߦએਅޔߡߒൊ᩺ࠍ
タ⸤ࠍㆬቯᣇ㊎ߩ╬ઍ⻌⠪ߦᐥ⎇ⓥ⸘↹ᦠ⥃ޔߒߣၮᧄࠍߣߎࠆߔㆬቯߡߒߣઍ⻌⠪ࠍ
ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
ࠗ ᱫߚߒⵍ㛎⠪ߩ㈩⠪ޔᚑੱߩሶޔῳᲣޔᚑੱߩఱᒉᆌᆂ⧯ߪߊߒቊޔῳᲣޔ
หዬⷫߩᣖߩࠄࠇߘߪㄭⷫ⠪ߦḰߣࠆߕ⠨ࠆࠇࠄ߃⠪

（１）研究者等は、被験者からインフォームド・コンセントを受けることが困難
な場合には、当該被験者について臨床研究を実施することが必要不可欠であ
ることについて、倫理審査委員会の承認を得て、臨床研究機関の長の許可を
受けたときに限り、代諾者等からインフォームド・コンセントを受けること
ができる。

（２）研究者等は、未成年者その他の行為能力がないとみられる被験者が臨床研
究への参加についての決定を理解できる場合には、代諾者等からインフォー
ムド・コンセントを受けるとともに、当該被験者の理解を得なければならな
い。
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第５ 試料等の保存及び他の機関等の試料等の利用

１ 試料等の保存等

（１）試料等の保存等
① 研究責任者は、臨床研究に関する試料等を保存する場合には、臨床研究
計画書にその方法等を記載するとともに、個人情報の漏えい、混交、盗難、
紛失等が起こらないよう適切に、かつ、研究結果の確認に資するよう整然
と管理しなければならない。

② 研究責任者は、試料等の保存については、被験者等との同意事項を遵守
し、試料等を廃棄する際には、必ず匿名化しなければならない。

③ 研究責任者は、保存期間が定められていない試料等を保存する場合には、
臨床研究の終了後遅滞なく、臨床研究機関の長に対して、次に掲げる事項
について報告しなければならない。これらの内容に変更が生じた場合も同
様とする。
ア 試料等の名称
イ 試料等の保管場所
ウ 試料等の管理責任者
エ 被験者等から得た同意の内容

（２）人体から採取された試料等の利用
研究者等は、研究開始前に人体から採取された試料等を利用する場合には、

研究開始時までに被験者等から試料等の利用に係る同意を受け、及び当該同
意に関する記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けるこ
とができない場合には、次のいずれかに該当することについて、倫理審査委
員会の承認を得て、組織の代表者等の許可を受けたときに限り、当該試料等
を利用することができる。
① 当該試料等が匿名化（連結不可能匿名化又は連結可能匿名化であって対
応表を有していない場合をいう。）されていること。

② 当該試料等が①に該当しない場合において、試料等の提供時に当該臨床
研究における利用が明示されていない研究についての同意のみが与えられ
ている場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 当該臨床研究の実施について試料等の利用目的を含む情報を公開して
いること。

イ その同意が当該臨床研究の目的と相当の関連性があると合理的に認め
られること。

③ 当該試料等が①及び②に該当しない場合において、次に掲げる要件を満
たしていること。
ア 当該臨床研究の実施について試料等の利用目的を含む情報を公開して
いること。

イ 被験者となる者が被験者となることを拒否できるようにすること。
ウ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、被験者の同意
を得ることが困難であること。
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２ 他の機関等の試料等の利用

（１）研究実施に当たっての措置
研究責任者は、所属機関外の者から既存試料等の提供を受けて研究を実施

しようとするときは、提供を受ける試料等の内容及び提供を受ける必要性を
臨床研究計画書に記載して倫理審査委員会の承認を得て、組織の代表者等の
許可を受けなければならない。

（２）既存試料等の提供に当たっての措置
既存試料等の提供を行う者は、所属機関外の者に臨床研究に用いるための

試料等を提供する場合には、試料等提供時までに被験者等から試料等の提供
及び当該臨床研究における利用に係る同意を受け、並びに当該同意に関する
記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることができな
い場合には、次のいずれかに該当するときに限り、試料等を所属機関外の者
に提供することができる。
① 当該試料等が匿名化（連結不可能匿名化又は連結可能匿名化であって対
応表を提供しない場合をいう。）されていること。ただし、当該試料等の
全部又は一部が人体から採取された試料等である場合には、所属する組織
の代表者等に対し、その旨を報告しなければならない。

② 当該試料等が①に該当しない場合において、次に掲げる要件を満たして
いることについて倫理審査委員会の承認を得て、所属する組織の代表者等
の許可を得ていること。
ア 当該臨床研究の実施及び試料等の提供について以下の情報をあらかじ
め被験者等に通知し、又は公開していること。
・ 所属機関外の者への提供を利用目的としていること
・ 所属機関外の者に提供される個人情報の項目
・ 所属機関外の者への提供の手段又は方法
・ 被験者等の求めに応じて当該被験者が識別される個人情報の臨床研
究機関外の者への提供を停止すること

イ 被験者となる者が被験者となることを拒否できるようにすること。
③ 社会的に重要性の高い臨床研究に用いるために人の健康に関わる情報が
提供される場合において、当該臨床研究の方法及び内容、当該情報の内容
その他の理由により①及び②によることができないときには、必要な範囲
で他の適切な措置を講じることについて、倫理審査委員会の承認を得て、
所属する組織の代表者等の許可を受けていること。
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第６ 細則

この指針に定めるもののほか、この指針の施行に関し必要な事項は、別に定
める。

第７ 見直し

この指針は、必要に応じ、又は平成２５年７月３０日を目途としてその全般
に関して検討を加えた上で、見直しを行うものとする。

第８ 施行期日

この指針は、平成２１年４月１日から施行する。
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